
「 令和６ 年度琉球大学合同企業説明会及び合同業界研究セミ ナー」 委託業務仕様書 

 

国立大学法人琉球大学（ 以下「 本学」 と いう 。） では、 沖縄県内外企業から 本学の学

生に対し 、企業情報及び求人情報や業界の情報を提供し 学生の効果的なキャ リ ア形成と

就職活動を支援するこ と を目的に「 令和６ 年度琉球大学合同企業説明会及び合同業界研

究セミ ナー（ 以下「 本事業」 と いう 。）」 を開催する。    
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１ ． 委託業務名 

「 令和６ 年度琉球大学合同企業説明会及び合同業界研究セミ ナー」 委託業務 

 

２ ． 委託期間 

契約締結の日から 令和７ 年３ 月３ １ 日まで  

 

３ ． 委託業務内容 

 

３ －１ ． 概要 

合同企業説明会（ 対面方式のみ） 及び合同業界研究セミ ナー（ 双方型オンラ イ ンラ

イ ブ配信及び録画配信形式、 対面方式） による本事業の実施をはじ め、 本事業への企

業の開拓・ 公募・ 選定・ 案内、 参加料徴収、 参加企業ガイ ド の作成、 本学学生への予

約・ 周知、 広報活動、 附随し て実施するイ ベント の準備、 運用、 企業及び学生アンケ

ート 実施、 対象学生への特典配布及び報告書の作成等説明会実施に係る一切の業務。 

 

３ －２ ． 本事業対象学生 

 ・ 合同企業説明会 

   主に学部３ 年次学生、 大学院修士課程１ 年次、 博士課程２ 年次院生 

  （ 令和８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年） ４ 月採用予定の本学学生及び既卒生（ 留学生を含む。）） 

を対象と するが、 その他の学生の参加も 可能と する。  

  ・ 合同業界研究セミ ナー 

   主に学部１ から ３ 年生を対象と するが、 その他の学生の参加も 可能と する。  

 

 ３ －３ ． 内訳 

３ －３ －１ ． 合同企業説明会（ 対面にて実施）  

( 1)  参加予定企業数は５ ０ 社（ １ 日実施午前の部・ 午後の部を設定し 、 各部最大

２ ５ 社） と する。  

( 2)  開催時期は、 令和７ 年３ 月１ １ 日（ 火） と する。  

( 3)  会場は琉球大学大学会館と し 、 必要があれば新型コ ロナウイ ルス感染症拡大

防止の措置を講じ るこ と 。  

( 4)  参加企業毎にブースを設置し 、 学生が任意の企業ブースを訪問する形式と す

る。  

( 5)  １ 社あたり 説明４ ０ 分×３ 回と し 、 主に勤務予定地が県内の企業を対象と す

る。  

( 6)  参加企業には事前に PR動画の提出（ 任意） を求め、 開催前に学生へ公開し 学

生のブース訪問の促進を図る。  



( 7)  参加企業には直近３ 年で採用いただいた本学卒業生が参加でき るよう に促す。 

 

３ －３ －２ ． 合同業界研究セミ ナー （ １ ２ 月実施分： オンラ イ ンにて実施）  

( 1)  参加予定企業数は総計８ ０ 社する。 なお、 ラ イ ブ配信と 動画配信のセッ ト に

ついては、５ ０ 社前後と し 、それ以外を動画配信のみに割り 振るこ と と する。  

  また、 業界ごと に可能な限り 均等に社数を割振るこ と と する。  

   ( 2) 配信については、 ラ イ ブ配信と 録画配信のセッ ト （ 以下、「 ラ イ ブ配信」 と す

る。） 及び、 録画配信のみを実施する。  

   ( 3) 配信は WEB 会議等のシステムや録画配信ウェ ブサイ ト 等を使用し た動画配信

と する。  

   ( 4) １ 社あたり １ 本（ １ 本２ ５ 分程度） と し 、 ラ イ ブ配信においては、 学生が任

意の企業の説明会に参加すると と も に、 個人情報に配慮し ながら 、 企業と の

質疑応答ができるよう 双方向型のオンラ イ ン説明会と する。  

     また、 録画配信においては、 個人情報に配慮し つつ、 学生が任意に視聴でき

るよう にする。  

   ( 5) 主に勤務予定地が県外の企業を対象と し 、 可能であれば、 本学卒業生の出演

ないし 紹介をする。  

   ( 6) ( 1) の参加企業のう ち、ラ イ ブ配信を希望する企業は令和６ 年１ ２ 月１ １ 日及

び月１ ８ 日にラ イ ブ配信を行い、 実施後速やかに録画配信し 、 令和６ 年１ ２

月１ ８ 日～令和７ 年２ 月２ ８ 日まで行う 。  

   （ 7）（ 1） の参加企業のう ち、 録画配信のみを希望する企業がある場合は、 令和６

年１ ２ 月１ ８ 日～令和７ 年２ 月２ ８ 日で配信を行う 。  

   

３ －３ －３ ． 合同業界研究セミ ナー （ ２ 月実施分： 対面にて実施）  

( 1)  参加予定企業数は１ ８ ０ 社と する。  

( 2)  開催時期は、 令和７ 年２ 月１ ８ 日（ 火） ～２ ０ 日（ 木） と し 、 各日午後の実

施と する。  

( 3)  会場は琉球大学第一体育館と し 、 必要があれば新型コ ロナウイ ルス感染症拡

大防止の措置を講じ るこ と 。  

( 4)  参加企業毎にブースを設置し 、 学生が任意の企業ブースを訪問する形式と す

る。 ただし 、 フ ァ ースト セッ ショ ンにおいては、 申込時に学生の希望業界を

聴取し 、 委託業者にて学生の意向と 企業訪問数にばら つき のないよう 訪問先

を振り 分け企業、 業界、 職種理解の促進を図るこ と 。  

( 5)  実施にあたり 、 下記のプログラ ムを実施する 

 

 



    ①企業向け講演会 

     企業担当者向けにキャ リ ア教育センタ ーが講演を行う 。  

    ②学生向け講演 

     企業、 業界、 職種理解を促すため、 ブース訪問を促す講演を行う 。 講師は、

本学職員と 調整の上、 決定する。  

    ③学生と 企業のフ ァ ースト セッ ショ ン 

     合同業界研究セミ ナーと は、 別に５ 分～１ ０ 分程度の訪問時間を設ける。  

    ④学生の訪問ルート 検討タ イ ム 

     学生の検討時間を最低３ ０ 分程度設ける。  

    ⑤企業の３ ０ 秒動画の放映 

     事前提供いただいた録画データ を、 学生向け講演後に会場内で放送する。  

    ⑥合同業界研究セミ ナー 

１ ４ ： ０ ０ ～１ ７ ： ０ ０ を原則と し て実施する。  

タ ーム数は参加企業等が自由に設定する。ただし 、必ず質問時間を設けるこ

と 。  

 

（ 6） 主に勤務予定地が県外の企業を対象と する。  

（ 7） 参加企業には事前にオンデマンド 配信用の PR動画の提出（ 任意） を求め、 開 

  催前に学生へ公開し 学生のブース訪問の促進を図る。  

（ 8）参加企業には直近３ 年で採用いただいた本学卒業生が参加でき るよう に促す。 

（ 9） 講演会場を有効に活用するため、 １ ８ ０ 社のブース枠を超過し た応募があっ

た場合、 １ 枠４ ５ 分程度の講演希望を募る。  

 

３ －３ －４ ． 参加企業の開拓・ 公募・ 選定、 案内 

( 1) 就職情報等サイ ト ・ フ ォ ームを活用し 公募する。 当該サイ ト ・ フ ォ ームは本

学が確認後、公募を開始する。その際に、本学が指定する企業等へのメ ール連

絡と 文書による通知、 必要があれば電話連絡を行う こ と 。  

( 2) 参加企業の選定は、 本学の基準に基づき 、 委託事業者で行う 。 なお、 最終の

企業決定は大学が行う 。 選定後の参加に関する案内を行う 。  

( 3) 各説明会の目標数は、 以下のと おり  

合同企業説明会は、 沖縄県内外企業延べ最大５ ０ 社（ 留学生又は、 障がい学

生の採用意欲がある企業５ 社程度を含む）  

合同業界研究セミ ナー（ １ ２ 月実施分） の参加企業は、 同じ く 延べ最大８ ０

社（ 留学生又は、 障がい学生の採用意欲がある企業１ ５ 社程度を含む。 こ れ

ら をラ イ ブ配信企業と 録画配信企業に均等に振り 分けら れるよう 努める。）、 

合同業界研究セミ ナー（ ２ 月実施分） は、 最大１ ８ ０ 社（ 留学生又は、 障がい



学生の採用意欲がある企業２ ０ 社程度を 含む）、 最小１ ５ ５ 社以上を参加さ せ

るこ と 。（ 講演のみの企業は、 こ の数に含めない）  

なお、留学生支援のため、英語対応可能な企業を可能な限り 開拓、呼びかけを

行う こ と 。また、障がい学生支援については、採用枠がある企業を可能な限り  

開拓、 呼びかけを行う こ と 。  

さ ら に、 新卒３ 年以内対象の求人対応も 可能限り 用意するこ と 。  

( 4) 公募後、 応募がそれぞれの目標数に満たない場合には、 委託料の減額につい

て本学と 協議する。  

( 5) 公募後、応募がそれぞれの目標数を超える場合には、選定基準により 選抜後、

本学と 協議の上、 参加の可否を決定する。  

 

３ －３ －５ ． 参加料・ 協賛金徴収 

( 1) 合同企業説明会の参加料は１ 企業あたり １ 回５ 万５ 千円（ 税込） と する。 た

だし 、１ 企業あたり １ 回と は、説明会午前・ 午後いずれかに参加し た場合と す

る。 複数回参加する企業は、 回数に応じ て参加料を徴収する。  

( 2) 合同業界研究セミ ナー（ １ ２ 月実施分） のう ち、 １ 企業あたり １ 回と は、 セ

ミ ナー２ 日間において第１ 部、 第２ いずれかに参加し た場合と する。 ラ イ ブ

配信の参加料は１ 企業あたり ２ 万２ 千円（ 税込み） と し 、録画配信のみの場合

は、 ５ 千円（ 税込） と する。  

( 3) 合同業界研究セミ ナー（ ２ 月実施分） の参加料は１ 企業あたり １ 回７ 万５ 千

円（ 税込） と する。のう ち、１ 企業あたり １ 回と は、セミ ナー３ 日間において、

１ 日いずれかに参加し た場合と する。  

  また、 １ ８ ０ 社を超過し 選定から 落選し た企業の中で、講演のみを希望する

場合は、４ ５ 分の講演時間を１ 回と し て、同額の参加料と 協賛金を徴収する。  

 

※( 1) 及び( 2) の参加料について、 本学が指定する企業及び官公庁等については、

無料も し く は割り 引く こ と ができるこ と と する。  

 

( 4) 本事業参加料については事前徴収を行い、 参加企業が確定後、 本学の指定す

る銀行口座へ振り 込むも のと する（ 振込手数料については、 受託者負担と す

る）。 また、 徴収業務にかかる資料（ 本学が指定する様式） を本学へ提出する

も のと する。  

( 5) 協賛金については、 １ 企業５ 千円（ 税込） を請求する。 徴収の方法は、 参加

料と 同時と する。 ただし 、 録画配信のみの企業には協賛金は求めないこ と と

する。  

 



 

３ －３ －６ ． 企業情報・ 求人情報及びロゴマーク 等の提供 

( 1)  参加が決定し た企業の情報・ 求人情報及び業界情報を学生が閲覧でき るペー

ジを作成する。 また、 学生が企業へのエント リ ーができ る機能を付加する。  

   ただし 、 ２ ０ ２ ６ 年卒学生のエント リ ーの機能は２ ０ ２ ５ 年３ 月１ 日以 

降と する。  

( 2)  本学学生限定のコ ンテンツ、 情報等を盛り 込むこ と が望まし い。  

( 3)  合同企業説明会の参加企業については、 リ スト 及び求人情報シート （ 会社概

要、 事業内容、 募集職種・ 人数、 留学生及び障がいのある学生採用の有無、

本学学生の採用実績、仕事内容、 必要資格、 待遇、 勤務地、 転勤、 勤務時間、

休日休暇、 福利厚生、 キャ リ アプラ ンロールモデル、 賃金中央値他 PRポイ ン

ト 、 採用計画・ スケジュ ール等） を提供する（ 職業紹介事業者が求人を受け

付ける際の「 自己申告書」、「 青少年雇用情報シート 」  

( 4)  合同業界研究セミ ナーの参加企業については、 リ スト 及び業界概要、 会社概

要、 事業内容、 本学学生の採用実績、 業界における仕事内容や必要資格及び

キャ リ アプラ ンロールモデル、 キャ リ ア実習・ インタ ーンシッ プ等の実施に

関する表示やエント リ ーに係る事前情報等を掲載するこ と 。  

( 5)  本事業における企業の２ ０ ２ ６ 卒向け求人情報については、 就職問題懇談会

の要請に従い、 ２ ０ ２ ５ 年３ 月１ 日以降に学生へ提供するこ と 。  

( 6)  参加企業のロゴマーク を本事業に係る広報、 及び実施報告等の利用に限り 使

用、 掲載の許可を得るこ と 。  

( 7)  参加企業の関係者については、 当該事業の広報、 及び実施報告等の利用に限 

り 写真等の撮影、 掲載許可を得るこ と 。  

 

３ －３ －７ ． 本事業に関するチラ シ・ ポスタ ー作成及び SNS広報用の記事作成 

( 1) 本事業に関するチラ シ、ポスタ ーを最大 AOサイ ズで印刷対応する画質等で作

成する。  

( 2) デザイ ンについては、 受託者側で適宜（ 案） を２ ～３ 程度作成の上、 本学へ

提示する。 また、 チラ シデザイ ンについては、 学生（ 教員） 向け（ 学内・ 学外

用）、 企業向け（ 募集用） を作成するこ と 。  

  なお、 表面はポスタ ー形式、 裏面を当該事業の案内と し て作成するこ と 。  

( 3) チラ シ・ ポスタ ーデータ を本学に提供するこ と 。 また、 著作権等の権利につ

いても 、 本学に帰属するこ と 。  

( 4) チラ シの印刷は両面カ ラ ー印刷と する。 印刷枚数は 500 枚と する。  

( 5) ポスタ ーの印刷は、 A１ サイ ズを 10 枚、 A2 サイ ズを 30 枚、 B2 サイ ズを 20

枚と する。  



( 6) 本事業について、 本学が指定する SNSにて広報を実施するため、 企業から ロ

ゴマーク 及び、 企業の特徴等がわかる画像データ の提供 2～3 枚と 、 投稿内

容の本文について提供をう けるこ と 。 また、 投稿の許可を取るこ と 。  

 

３ －３ －８ ． 参加企業ガイ ド 作成及び、 学内広報用資料、 それら の基データ の提供 

( 1) 参加企業情報等をまと めた、 本事業で学生が活用するパンフ レッ ト 「 参加企

業ガイ ド 」 を合同企業説明会においては、 計２ ０ ０ 部作成し 、 合同業界研究

セミ ナーにおいては、 ５ ０ ０ 部作成し 、 双方のデータ の提供も 行う 。  

( 2) 合同企業説明会の参加企業ガイ ド に記載する情報は次のと おり と する。  

・ イ ベント 概要 

・ 合同企業説明会に参加する全参加企業情報一覧（ 企業名、業種、採用予定職

種、 留学生及び障がいのある学生採用の有無、 英語対応の可否等）  

・ その他本学が指定する必要な項目 

（ 3） 合同業界研究セミ ナーの参加企業ガイ ド に記載する情報は次のと おり と す

る。 なお、 本件はデータ 提供のみと する。  

  ・ 合同業界研究セミ ナーに参加する全参加企業情報一覧（ 企業名、 業種）  

  ・ その他本学が指定する必要な項目 

    ( 4) デザイ ン及び掲載項目については、 受託者側で適宜（ 案） を２ ～３ 程度作成

の上、 本学へ提示するこ と 。  

    ( 5) 印刷は、 両面モノ ク ロ印刷と する。 また、 製本については、 簡易なも のと す

る。  

    ( 6) 参加企業ガイ ド の納期は、 説明会業務スケジュ ールを調整し た上で決定し 、

納入については本学が指定する方法と する。  

    （ 7）学生及び教員向け広報用と し て、チラ シと は別に企業一覧を作成するこ と 。

内容は本学職員と 協議し 、学生向け、教員向けと し てそれぞれ作成するこ と 。 

     なお、 学生には企業の魅力を提示し 、 教員へはそれに併せて、 研究連携の可

能性等を示し た一覧表と するこ と 。  

 

３ －３ －９ ． 本学学生の本事業予約 

( 1) 就職情報等予約用サイ ト ・ フ ォ ームを活用する。当該サイ ト・ フ ォ ームは 本

学が確認後、 本学学生から の申込みを受け付ける。  

なお、 落札日当日から 当該予約サイ ト ・ フ ォ ーム又は、 それに代わる仕組み

により 代替的に申込可能な状況と するこ と 。  

 ただし 、 代替的な仕組みについては、 本来有するサイ ト ・ フ ォ ームと 同等の

個人情報管理体制であるこ と 。  

( 2) 学生予約状況の取り まと め及び報告を行う も のと する。  



（ 3） 予約用サイ ト ・ フ ォ ームを利用し 、 本学が開催する事前セミ ナー等の周知又

は、 予約学生の情報提供を本学に随時行えるこ と 。  

（ 4） 県内他大学等（ 高専、短期大学含む高等教育機関） から も 申し 込み可能と し 、

データ 上も 琉球大学生と その他の大学生の区別がつく よう にするこ と 。  

 

３ －３ －１ ０ ． 合同企業説明会等に伴う 附随イ ベント 、 及びその他の事項 

( 1) チェ ッ ク イ ン及び学生管理に関する作業 

①受付は場内チェ ッ ク イ ン機能（ オンラ イ ン） によるこ と 。 ただし 、 スマート

フ ォ ン等の端末を持っ ていない学生のため、 学生が次の情報を記載し た「 受付

票（ 出席・ 訪問カ ード ）」 を、 ３ －３ －９ ( 1) のサイ ト ・ フ ォ ームから 印刷でき

るよう にし 、 当日各ブース参加企業及び説明会受付へ提出でき るよう にするこ

と 。  

    ・ 大学・ 学部・ 研究科、 学年、 氏名、 E-MAI L、 TEL、 その他必要項目 

    ・ 他大学等の学生については、 本学学生でないこ と を企業に明示でき るよう に 

するこ と 。  

    ②合同企業説明会においては、３ 年生と その他の学生が企業側から 目視で確認

でき る仕組みを設けるこ と 。  

 ( 2) 荷物の保管・ 運搬・ 設置・ キッ チンカ ー誘致等、 事前に行う 作業 

①出展企業から 事前送付さ れた荷物は、受領後は速やかに本学が指定する保管

場所へ移動・ 保管するこ と 。  

②説明会当日に、 事前送付荷物を一時保管場所から 会場（ 第一体育館・ 大学会

館） へ移動するこ と 。  

   ( 3) 説明会受付、 会場案内、 進行等の運営等、 前日及び当日に行う 作業 

①学内の会場案内、 掲示物等の設置 

②受付（ 受付票受領、 資料等配布、 オンラ イ ンアンケート 回答呼びかけ等）  

③各ブースでの待機（ 企業から の問い合わせ・ 苦情対応等）  

④会場への誘導（ 企業担当者なら びに学生の誘導）  

⑤午前の部から 午後の部への移行作業（ 合同企業説明会飲み）  

⑥キッ チンカ ーを誘致するよう 努めるこ と 。 詳細は本学職員と 調整の上決定す

るこ と 。  

   ( 4) 会場設営案の提出及びその設営・ 撤去及び駐車場誘導 

別紙図面に基づき 、 当該イ ベント 実施要件を満たす配置を提案するこ と 。  

以下の会場設営及び撤去作業、 出展企業の方が利用する車の駐車場へ誘導を

行う 。 会場設営は前日の午前９ 時以降に開始し 、 撤去は最終日の午後９ 時まで

に完了するこ と 。 なお、 シート ロール（ 養生シート ） を含む必要な資材は、 受

託者において用意するこ と 。 また、 コ ロナ感染防止対策等により 必要がある場



合は、 場内企業ブースや受付等では、 椅子の間隔を空ける、 ビニールシート の

設置等の飛沫感染防止施策を講ずるこ と 。  

なお、 本学の備品等を使用する場合は、 事前に相談し 調整するこ と と し 、 使

用する場合も 設置及び、 撤去については受託業者で行う こ と を基本と する。  

① 会場床養生（ 第一体育会場内、 ト イ レ内、 通路等）  

② 受付及びノ ベルティ 、 資料等配布場所の設営・ 撤去（ 受付机には、 白布を

掛ける）  

③ アンケート 回答コ ーナーの設営・ 撤去 

④ 企業・ 学生控え室及びイ ベント コ ーナーの設営・ 撤去 

⑤ 各企業ブースの設営・ 撤去 

 

合同企業説明会 

1)  ブース仕様： 大学会館備え付けのパネル及び、 椅子、 テーブルを活用し 、

２ ５ ブースを設置する。  

 

合同業界研究セミ ナー（ ２ 月実施）  

1） ブース仕様： 背面パネル 2, 000mm 程度、 側面パネル 2, 000mm 程度、 高さ

2, 000mm程度、ブース名称・ ブース番号（ 各 A3 普通紙）、コ ンセント（ ２ 口：

PC・ プロジェ ク タ ー等各 1 台、 同時使用可能容量）、 机×1（ 幅 1, 800mm×奥

行 600mm×高さ 700mm程度・ ）、 椅子（ 企業２ 脚、 学生用１ ５ 脚程度）  

2） 上記 1） に必要なコ ンセント 電気容量を確保が必要な場合は、 非常用発電

機を設置するこ と 。  

3) パネル仕様： 画鋲等を 直接刺すこ と が可能で、 プロジェ ク タ ーの画像を直

接投影でき るこ と 。 耐火仕様であるこ と 。  

 

⑥ 各企業ブース名称パネル（ 社名板） 作成 

⑦ 学生控え場所の設営・ 撤去 

⑧ 消毒及び清掃業務( 会場内、 ト イ レ等)  

※アルコ ール消毒液、 ゴミ 袋、 ト イ レッ ト ペーパー等の消耗品は受託者におい

て準備するこ と 。 こ の際、 ゴミ は分別の上、 受託者が持ち帰り 廃棄する。  

⑨ 出展企業の方が利用する車を本学が指定する駐車場へ誘導等を行う こ と 。  

⑩ 立て看板の設置（ 会場玄関付近１ 箇所、 屋外５ 箇所)  及び立て看板の準備 

会場： マッ ト 合成紙 1, 660 ㎜×640 ㎜×0. 2 ㎜ 

屋外： マッ ト 合成紙 1, 350 ㎜×450 ㎜×0. 2 ㎜ 

立て看板設置については、 受託者において設置するこ と 。  

    ⑪ メ イ ク アッ プ講習の企画・ 設営・ 撤去 ※合同企業説明会のみ 



      図面案と 共に提案するこ と 。 最終決定は、 調整を要するため契約後行う 。  

    ⑫ 証明写真撮影場所の企画・ 設営・ 撤去 ※合同企業説明会のみ 

      図面案と 共に提案するこ と 。 最終決定は、 調整を要するため契約後行う 。  

    ⑬ ガイ ダンス・ セミ ナー又は講演ができ るブース（ 学生及び企業休憩場所併

用） の企画・ 設営・ 撤去  

※業界研究会（ ２ 月実施分） のみ １ ０ ０ 席程度を準備するこ と 。  

       図面案と 共に提案するこ と 。 最終決定は、 調整を要するため契約後行う 。   

⑭ キッ チンカ ーの企画・ 誘致について ※業界研究会（ ２ 月実施分） のみ 

  最終決定は、 調整を要するため契約後行う 。  

⑮ ⑪～⑭に係る講師等については、委託業者により 原則選定するが、決定につ 

いては、 本学と 協議の上行う 。  

⑯ 学生ボラ ンティ ア等の参加があっ た場合は、 当該事業運営において学生へ

の修学に影響がない範囲で、運営に係る対応指示、及び、指導や連絡等の対

応を 行う こ と 。 なお、 大学の判断を要する場合は速やかに大学担当者へ相

談するこ と 。  

   ( 5) 当該各イ ベント に限ら ず、 終了後学生が企業へアプローチ（ 自己 PR動画を担

当者に送付する等） できる仕組みを提供でき るよう 努力するこ と 。  

 

３ －３ －１ １ ． 合同業界研究セミ ナー（ １ ２ 月実施分） に伴う その他の事項 

( 1) 合同業界研究セミ ナーの配信に用いるシステムは、 一般的に利用さ れる OS

（ Wi ndows、 i OS、 andr oi d） での動作が保証さ れている物を利用するこ と 。  

( 2) 配信環境は一度のアク セスが１ ０ ０ ０ 人以上でも 耐えう るも のを 構築する こ

と 。  

( 3) パスワード などの手段を 用いて参加予定者以外の者が閲覧でき ない措置を 講

じ るこ と 。  

( 4) 配信動画の第三者への転用について防止策を講じ ると と も に、閲覧者への注意

喚起を行う こ と 。  

 

３ －３ －１ ２ ． 本事業効果測定・ アンケート の実施 

   ( 1) 本事業効果測定ができるよう に、 次の項目を集計する。  

    ・ 企業情報・ 求人情報ページ等を閲覧し た人数 

    ・ 本事業に参加し た人数 

    ・ 各参加企業の動画及びラ イ ブ配信を閲覧し た人数 

    ・ 説明会参加学生の参加企業へのエント リ ー数 

   ( 2) 本事業参加学生及び参加企業に対するアンケート を実施する。  

   ( 3) アンケート 内容については、 本学と 事前に協議する。  



   ( 4) 合同企業説明会の場合の学生向けアンケート は、 退場時にオンラ イ ンアンケ

ート フ ォ ームをＱ Ｒ コ ード 等で案内し 、 回答後の退場を促すこ と 。  

   ( 5) 合同業界研究セミ ナーの学生向けアンケート は、 サイ ト から の退出時にオン

ラ イ ンアンケート フ ォ ームを案内し 、 回答後の退出を促すこ と 。  

   ( 6) 本事業終了後の実施報告（ 参加学生内訳・ アンケート 集計・ 分析結果及び参

加企業データ 等） をする。  

   ( 7) 学生のアク セスログ履歴の分析及び分析報告を行う 。   

 

３ －３ －１ ３ ． 本事業の効果的な実施のための助言・ 提案及び、 集客に係る業務 

( 1) 学生求職者の就職機会を創出・ 充実さ せるための情報・ アイ デア・ ノ ウハウ

を 提供するなど、 本事業開催にあたり 、 過去の他大学での同様の説明会での

経験・ 実績を踏まえた企画・ 助言・ 提案を行う こ と 。  

   ( 2) 学生集客のために関する業務又は、 参加特典の企画、 受付、 選定、 対象者 

への連絡、 配布及び交付等に係る対応をするこ と 。    

  

４ ． 業務計画書 

受託業者は、 契約締結後すみやかに業務実施に係る行程表（ 実施内容、 スケジュ ール

等を記載） を作成し 、 本学の承認を得るこ と 。  

（ 以下、 目安）  

全体行程提示     7 月下旬から 順次 

予約フ ォ ームオープン    7 月初旬  

参加企業募集     ８ 月初旬 （ １ から ２ か月実施）  

参加企業決定     １ ０ 月下旬 

参加料決定（ 減額なければ）      各イ ベント １ か月前 

企業情報掲載等    １ ０ 月以降順次 

チラ シ・ ポスタ ーデータ 納品  １ ２ 月・ ２ 月・ ３ 月のイ ベント １ か

月前を目安 

参加企業ガイ ド 納品    １ ２ 月・ ２ 月・ ３ 月のイ ベント １ 週

間前 

予約フ ォ ーム終了・ 参加予定学生の報告 １ ２ 月・ ２ 月・ ３ 月のイ ベント 後速

やかに 

開催     １ ２ 月・ ２ 月・ ３ 月 

（ 琉大） 請求書発送    ３ 月中旬 

参加料入金     ３ 月中旬 

集計データ 納品    ３ 月下旬 

業務報告書納品    ３ 月下旬 



５ ． 業務報告書 

全業務終了後、 速やかに業務報告書を作成し 提出するこ と 。  

 

６ ． 業務打合せ 

受託業者は本学と 常に密接な連絡を取り 業務を遂行するこ と と する。  

 

７ ． 受託者要件 

( 1) 過去 5 年で大学生を対象に実施し た合同企業説明会及び合同業界研究会等（ 対面及びオ

ンラ イ ン ） の実績があるこ と 。（ 規模が多き い順に最大 5 件提示する こ と 。 記載項目例：

イ ベント 名、 開催日時、 開催日数、 場所、 参加者数（ 延べ）、 参加企業数（ 例： 県外大企

業、 中小企業数、 県内大企業、 中小企業数）） 等がわかる資料、 その契約書等の写し を

提出するこ と 。） ※大企業は職員数１ ０ ０ ０ 名以上と 定義する。  

 

( 2) 過去５ 年で国公私立大学において 、学内合同企業説明会及び合同業界研究会等（ 対面及 

 びオン ラ イ ン） を 受託業務等での開催実績があるこ と 。（ 規模が多き い順に最大 5 件を 提

示するこ と 。（ 記載項目例： イ ベント 名、 実施日、 開催日数、 場所、 参加者数（ 延べ）、 参

加企業数（ う ち県内外別かつ企業規模別の社数（ 例： 県外大企業・ 中小企業数、 県内大企

業・ 中小企業数）） 等がわかる資料、 その契約書等の写し を 提出するこ と 。）  

※大企業は職員数１ ０ ０ ０ 名以上と 定義する。  

 

( 3) 企業への公募・ 企業の誘致はも と より 、 いわゆるブラ ッ ク 企業、 反社会勢力が関与

する企業を除き優良な企業を選定するノ ウハウを有するこ と 。（ 企業の公募方法及び

情報取得の方法や仕組み、 システムについての資料、 過去５ 年で委託業務等での誘

致し た企業及びプラ ッ ト フ ォ ーム等に登録さ れている企業数（ そのう ち東京証券取

引所等に上場し ている企業リ スト を別で提出）、 また、 ブラ ッ ク 企業、 反社会勢力等

を除く 仕組み又は実績を示す資料）  

 

８ ． その他  

 ( 1) 見積提出時に本仕様書に基づく 業務概要、 全体の実施イ メ ージ等がわかる資料を

作成及び提出し 、 提案内容を説明するこ と 。 当該説明に関する本学担当から の質問

には誠実に回答するこ と と し 、 確認の結果、 本仕様を満たし ていないと 本学が判断

し た場合は、 契約対象外と する。  

 ( 2) 本事業において収集し た学生、 企業の個人情報の取扱いには十分留意し て管理す

るこ と 。  

 ( 3) 本業務により 知り 得た内容及び結果（ 以下「 情報」 と いう 。） は、 本学に帰属する

も のと し 、 受託業者は、 それら の情報を第三者に漏ら し てはなら ない。  



 ( 4) 本事業の実施に起因する事故・ オンラ イ ン配信ト ラ ブル等については、 受託者は

誠意をも っ て対応し 解決するこ と 。 個人情報の取り 扱いについても 同様と し 、 十分

なセキュ リ ティ を有し たシステムや仕組みをも っ て管理するこ と 。  

 ( 5) 作成し たポスタ ー、 参加企業ガイ ド 等の著作権は、 本学に帰属する。 また、 第三

者の著作権等の権利を侵害し ていないこ と を保証するこ と 。  

( 6) 成果品は全て本学に帰属し 、 受託業者は本学に許可なく 公表、 貸与または使用し

てなら ない。  

( 7) 本委託業務遂行上、 必要と する本学施設及び設備は無償で貸与する。 また、 係る

光熱水料（ 建物に付帯する設備に係るも の） は、 本学が負担する。  

( 8) 事故等に備えリ スク を十分にカ バーでき る保険（ 火災保険を含む。 ） に必ず加入

するこ と 。  

( 9) 受託業者の責に帰すべき 事由により 業務の継続が困難と なっ た場合には、 本学は

契約の取消し ができ る。 そのために、 本学に損害が生じ た場合には、 受託業者が賠

償するも のと する。  

( 10) 災害その他の不可抗力等、本学及び受託業者双方の責に帰するこ と が出来ない事

由により 業務の継続が困難と なっ た場合、業務継続の可否について協議するも のと

する。 一定期間内に協議が整わない場合、 それぞれ、 事前に書面で通知するこ と に

より 契約を解除でき るも のと する。  

 ( 11) 仕様書で業務の運用上不明な点については、 本学担当者と 協議の上、決定するこ

と 。  

 

 


